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午
前
十
時
開
議 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

た
だ
い
ま
か
ら
令
和
七
年
第
十
八
回
世
田
谷
区
教
育
委
員
会

定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
は
教
育
長
が
不
在
の
た
め
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
第

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
長
職
務
代
理
者
で
あ
る
私
、
澁
澤
が
教
育
長
の
職

務
を
代
理
い
た
し
ま
す
。 

 

ま
ず
、
次
第
の
１
、
本
日
の
会
議
録
へ
の
署
名
委
員
を
指
名
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
中

村
委
員
と
坂
倉
委
員
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
は
、
議
案
二
件
と
事
務
局
か
ら
の
報
告
が
二
件
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
次
第
の
２
、
議
事
に
入
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
を
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
大
野
調
整
係
長
朗
読
〕 

 

日
程
第
一 

議
案
第
六
十
五
号 

区
議
会
提
出
議
案
に
関
す
る
意
見
聴
取
（
世
田
谷
区
立 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

弦
巻
中
学
校
改
築
等
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約
） 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

議
案
第
六
十
五
号
に
つ
き
ま
し
て
、
玉
野
教
育
政
策
・
生
涯

学
習
部
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
玉
野
教
育
政
策
・
生
涯
学
習
部
長 

そ
れ
で
は
、
区
議
会
提
出
議
案
に
関
す
る
意
見
聴
取

と
し
て
、
議
案
第
六
十
五
号
、
世
田
谷
区
立
弦
巻
中
学
校
改
築
等
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約

に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
件
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
令
和
七
年
第
四
回
世
田
谷
区
議
会
定
例
会
へ
の
議
案
提
出
に
先
立
ち
ま
し
て
区
長
よ
り

意
見
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
御
審
議
願
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

右
上
の
ペ
ー
ジ
番
号
、
４
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
本
件
工
事
請
負
契
約
は
、
本
年
九
月
二
十

九
日
に
一
般
競
争
入
札
を
行
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
契
約
金
額
は
六
億
四

千
七
百
九
十
万
円
、
契
約
の
相
手
方
は
温
調
・
大
曽
根
建
設
共
同
企
業
体
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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工
期
は
、
契
約
の
日
か
ら
令
和
十
一
年
二
月
二
十
八
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
参
考
と
い
た
し
ま
し
て
、
次
ペ
ー
ジ
に
入
札
経
過
調
書
を
添
付
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
後
ほ

ど
御
確
認
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。 

 

説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
六
十
五
号
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま

す
。 

 

本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
い
た
し

ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
二
を
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
大
野
調
整
係
長
朗
読
〕 

 

日
程
第
二 

議
案
第
六
十
六
号 

世
田
谷
区
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
設
置
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

議
案
第
六
十
六
号
に
つ
き
ま
し
て
、
玉
野
教
育
政
策
・
生
涯

学
習
部
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
玉
野
教
育
政
策
・
生
涯
学
習
部
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
六
十
六
号
に
つ
い
て
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

本
案
は
、
教
育
相
談
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
に
関
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
業
務

等
の
見
直
し
に
よ
り
、
令
和
八
年
四
月
一
日
付
で
同
職
の
新
設
、
廃
止
、
職
務
変
更
を
行
う

に
当
た
り
、
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
設
置
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
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一
部
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
提
案
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、
六
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
六

ペ
ー
ジ
、
新
旧
対
照
表
、
別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
教
育
相
談
業
務

に
係
る
職
の
統
廃
合
に
伴
い
、
新
た
に
教
育
心
理
相
談
員
の
職
を
設
け
る
と
と
も
に
、
ス
ク

ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
及
び
心
理
教
育
相
談
員
の
職
に
つ
い
て
廃
止
を
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
一
二
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
教
育
相
談
専
門
指
導
員
及
び
主
任
教
育
相
談
員

の
職
務
に
つ
い
て
で
す
が
、
教
育
心
理
相
談
員
の
新
設
及
び
職
務
内
容
の
整
理
に
伴
い
、
記

載
の
と
お
り
変
更
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
一
六
ペ
ー
ジ
か
ら
一
七
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
の
推

進
及
び
働
き
方
改
革
の
推
進
に
向
け
、
新
た
に
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
支
援
相
談
員
及
び
イ

ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
支
援
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
職
を
設
置
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
一
七
ペ
ー
ジ
以
降
に
記
載
し
て
い
る
別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）
に
つ
き
ま
し
て

は
、
た
だ
い
ま
御
説
明
し
た
理
由
に
よ
る
職
の
施
設
や
廃
止
を
反
映
し
て
お
り
ま
す
。 

 

最
後
に
、
本
規
則
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
い
た
し
ま
す
。 

 

説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
六
十
六
号
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま

す
。 

 

本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
い
た
し

ま
す
。 
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そ
れ
で
は
、
次
第
の
３
、
報
告
事
項
の
聴
取
に
入
り
ま
す
。 

 
(1)
令
和
七
年
第
三
回
区
議
会
定
例
会
に
お
け
る
議
案
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
本
件
に

関
し
て
、
山
本
教
育
総
務
課
長
よ
り
説
明
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
山
本
教
育
総
務
課
長 

口
頭
で
の
説
明
で
恐
縮
で
す
が
、
令
和
七
年
第
三
回
区
議
会
定
例

会
に
お
け
る
教
育
に
関
す
る
議
案
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
御
報
告
を
い
た
し
ま
す
。 

 

令
和
七
年
第
三
回
区
議
会
定
例
会
に
お
け
る
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
の
次
第
に

記
載
の
と
お
り
、
令
和
七
年
度
世
田
谷
区
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
次
）
か
ら
世
田
谷
区

立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
ま
で
四
件
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

九
月
二
十
六
日
及
び
十
月
十
七
日
の
本
会
議
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

そ
れ
で
は
、
次
に
進
み
ま
す
。 

 

(2)
各
課
行
事
予
定
に
つ
い
て
、
本
件
に
関
し
て
、
山
本
教
育
総
務
課
長
よ
り
説
明
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
山
本
教
育
総
務
課
長 

そ
れ
で
は
、
令
和
七
年
十
一
月
の
各
課
行
事
予
定
表
に
つ
い
て
御

報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

予
定
と
し
ま
し
て
は
、
十
一
月
十
一
日
に
第
十
九
回
教
育
委
員
会
定
例
会
、
同
二
十
五
日

に
第
二
十
回
教
育
委
員
会
定
例
会
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

次
ペ
ー
ジ
以
降
に
各
課
の
詳
細
な
行
事
予
定
表
を
お
つ
け
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
ほ
ど

御
確
認
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

報
告
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
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ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
。 

 
よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 
〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 

そ
れ
で
は
、
次
に
進
み
ま
す
。 

 

(3)
そ
の
他
の
連
絡
事
項
等
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
澁
澤
教
育
長
職
務
代
理
者 
特
に
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
報
告
事
項
の
聴
取
は
以
上
と
い

た
し
ま
す
。 

 

本
日
は
、
配
付
資
料
が
一
件
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
御
覧
に
な
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

次
回
の
教
育
委
員
会
は
十
一
月
十
一
日
火
曜
日
午
前
十
時
か
ら
、
教
育
委
員
会
会
議
室
に

お
い
て
開
催
い
た
し
ま
す
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
本
日
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
令
和
七
年
第
十
八
回
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
定
例
会
を
閉
会
い
た
し

ま
す
。 

 
 

 
 

 

午
前
十
時
八
分
閉
会 


